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先使用主義(First to Use System)から先願主義(First to File System)に移行する際、

順調に進められるように商標法第 93 条(a)項規定の商標所有者のため以下の命令を発する。 

 

商標法に基づく登録申請に関する命令 

⒈ 商標法第 93 条(a)項に規定される商標所有者とは、商標法施行前に契約書等登記所にお

いて登記された商標所有者と、登記されていないが、連邦内市場において実際に使用されてい

る商標所有者をいう。 

⒉ 上記第 1条に記載される商標所有者は、商標法第 93条(b)項規定の使用による優先権を

取得希望の場合は、2020 年 10 月 1 日から始めて商標登録申請の受付を正式に開始する日まで

の期間に登録官に対して申請をしなければならない。その期間内に申請し、規定の料金を納入

して、申請に関して必要とする基本要件が満たされた者は、商標登録申請の受付を正式に開始

する日付を登録出願日(Filing Date)として認められることになる。 

⒊ （a）第一手段として商標所有者は、商標登録申請の代理業務サービスを提供している 

     企業、会社及び法律事務所 (Law Firm)を通して消費者局より定められた     

電子的手段で申請することができる。 

（b）第二手段として商標所有者は、自分で、または第一手段記載の代理業務認可所持 

    者を通して消費者局より定められた電子的手段で申請することができる。 

（c）上記(b)項の手段で申請した商標所有者は、(a)項の手段で申請した商標所有者と 

   同じく商標法第 93 条(b)項規定の使用による優先権が享受でき、(a)項と(b)項両 

   方とも登録出願日を同じく認められる。 

⒋ 申請の際は、今度商標権出願する標章と、過去に契約書等登記所において登記した商標、

または、市場で実際に使用している商標とは、同一でなければならないうえ、当該商標を使用

する商品または役務も同一でなければならない。商品または役務をより増やして表示した場合

でも、その増やした分のものは、検討対象外となる。 



⒌ 商品または役務を表示する場合は、標章登録のため商品及び役務の国際分類

(International Classification – Nice Classification)に基づいて、詳細に表示しなければならな

い。 

⒍ 商標登録出願手続きを含むその料金の金額及び納入方法に関しては、商標法を施行させ

る命令が出される前に別途に告示する。 

⒎ 過去に契約書等登記所で登記済みであること、または登記していないが、当該商標を連

邦内市場で使用していたこと或いは現在に至るまで当該商標を自分一人だけが使用しているこ

との事実として、下記のいずれかの資料などを立証書類として提出することができる。 

（a） 過去に契約書等登記所で登記された標章、 

（b） 契約書等登記所で登記された登記証書(正式複写)、 

（c） 新聞広告、または一般に告示したことの証明、 

（d） 連邦内の市場において実際に使用したことの証明、 

（e） 自分の商標を広告したことの証明、 

（f） 納税の領収書、または、経費に関する領収書 

（g） 申請人が、過去に契約書等登記所で登記した商標所有者でない場合は、商標所有

者から譲渡した、または所有者名義を変更したことのような証明、 

（h） その他の証明 

⒏ ミャンマーの商標法に基づく商標権を取得希望であるが、商標法第 93 条(a)項規定に該

当しない標章所有者は、商標法施行後、商標登録出願が正式に開始した日から、規定された商

標法、規則などに基づき出願することができる。 
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